
愛知県地域医療介護総合確保基金事業（介護従事者確保分） 

補助金交付要綱の一部を改正する要綱 
 

愛知県地域医療介護総合確保基金事業（介護従事者確保分）補助金交付要綱（平成

２７年１０月２９日付け２７地福第１１６９号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２の３（２）「介護人材資質向上事業については、政令市にあっては５０，００

０千円、中核市及び広域連合にあっては２０，０００千円、政令市及び中核市を除く

市にあっては１０，０００千円、それ以外の補助事業者にあっては５，０００千円を

補助額の上限とする。」を「介護人材資質向上事業及び介護支援専門員研修受講支援

事業については、両事業の補助額を合算して、政令市にあっては５０，０００千円、

中核市及び広域連合にあっては２０，０００千円、政令市及び中核市を除く市にあっ

ては１０，０００千円、それ以外の補助事業者にあっては５，０００千円を補助額の

上限とする。」に改める。 
  



別表介護の普及啓発事業の項を次のように改める。 

 

 

3/4

1回当たり200千円

市町村等 3/4

1回当たり3,414千円

(3)職場体験 市町村等 3/4

3/4市町村等、介護
福祉士養成施設
を運営する法
人、福祉関係職
能団体、介護事
業所を運営する
法人、その他介
護分野の専門性
を有する団体

１事業者当たり
500千円

(2)イベント（講演
会・シンポジウム等、
就職説明会・業界説明
会）

介護及び介護の仕事の理解促進・
普及啓発を目的として愛知県内で
行うイベントの開催に必要な次の
経費

賃金、報償費、旅費、需用費、役
務費、委託料、使用料

福祉・介護の仕事に関心を有する
者に対して実施する職場体験にお
いて必要な次の経費

賃金、報償費、旅費、需用費、役
務費、委託料、使用料

１人につき
１日当たり

6千円

(4)普及啓発資材等作
成

介護に従事していない者への介護
に関する普及啓発を目的とした
リーフレットやポスター等の作成
等に必要な次の経費

賃金、報償費、旅費、需用費、役
務費、委託料、使用料

介護の普及啓
発事業

平成27年10月
29日付け27地
福第1119号健
康福祉部長通
知の「介護の
普及啓発事業
実施要綱」に
基づき実施す
る事業

(1)セミナー・講習会
等

介護及び介護の仕事の理解促進・
普及啓発を目的として愛知県内で
行うセミナー・講習会等の開催に
必要な次の経費

賃金、報償費（謝金）、旅費、需
用費（消耗品費、印刷製本費）、
役務費（通信運搬費、広報料、手
数料）、委託料、使用料（会場使
用料、大道具等借上料）

市町村（介護保
険の保険者であ
る広域連合を含
む。(以下、こ
の表において
「市町村等」と
いう。)）、社
会福祉士及び介
護福祉士法（昭
和六十二年五月
二十六日法律第
三十号）第40条
第2項第1号から
3号に基づく介
護福祉士養成施
設(以下、この
表において｢介
護福祉士養成施
設｣という。)
を運営する法
人、福祉関係職
能団体、介護保
険法（平成9年
法律第123号）
及び老人福祉法
（昭和38年法律
第133号）に基
づく事業所・施
設（以下、この
表において「介
護事業所」とい
う。）を運営す
る法人、その他
介護分野の専門
性を有する団体



別表介護人材資質向上事業の項を次のように改める。 

 

 

(1)市町村補助金 市町村等 3/4

1回当たり

704千円

1回当たり

150千円

市町村等が負担した額

3/4

1回当たり

101千円

3/4

1回当たり

150千円

3/4

1時間当たり

3,700円

介護福祉士養成
施設を運営する
法人、介護分野
の専門性を有す
る団体

②介護事業所従事者育
成支援補助金

関係団体が派遣する講師が、事業
所の個々の要望や実状に合わせた
研修のプログラムを作成し、介護
職員として必要な知識・技術に関
する研修の開催に必要な次の経費

賃金、報償費（謝金）、旅費、需
用費（消耗品費、印刷製本費）、
役務費（通信運搬費）、委託料、
使用料（会場使用料）、賃借料

介護福祉士養成
施設を運営する
法人

③外国人介護留学生学
習支援事業費補助金

介護福祉士養成施設が外国人留学
生に対して行うカリキュラム外講
義の開催に必要な経費

賃金、超過勤務手当、報償費（謝
金）、需用費（消耗品費、印刷製
本費）、役務費、使用料及び賃借
料、委託料

介護福祉士養成
施設を運営する
法人

②市町村等が、事業所
の行う研修に対して助
成した場合

事業所が行う介護従事者の資質向
上を図るための研修に対して市町
村等が助成する次の経費

負担金、補助金及び交付金

③市町村等が、事業所
が負担する職員の研修
受講料に対して助成し
た場合

事業所が従業者に介護従事者の資
質向上を図るための研修を受講さ
せるために負担した受講料に対し
て市町村等が助成する次の経費

負担金、補助金及び交付金

(2)介護人材養成関係
団体補助金

①介護従事者資質向上
補助金

関係団体が介護の仕事に従事して
いる者やこれから従事しようとす
る者に対して介護技術の向上及び
取得等のために実施する研修の開
催に必要な次の経費

賃金、報償費（謝金）、旅費、需
用費（消耗品費、印刷製本費）、
役務費（通信運搬費）、委託料、
使用料（会場使用料）、賃借料

介護人材資質
向上事業

平成27年10月
29日付け27地
福第1119号健
康福祉部長通
知の「介護人
材資質向上事
業実施要綱」
に基づき実施
する事業

①市町村等が、事業所
職員等に対し研修を実
施した場合

市町村等が事業所職員等に対して
行う、介護従事者の資質の向上を
図るための研修の実施に必要な次
の経費

賃金、報償費、旅費、需用費、役
務費、委託料、使用料及び賃借料



別表に介護支援専門員研修受講支援事業の項を次のように加える。 

 

 

別表研修受講支援事業の項を次のように改める。 

 

 

別表キャリアパス対応生涯研修事業の項を次のように改める。 

 

  

介護支援専門員
研修受講支援事
業

市町村等が、介護施設・
事業所が負担する介護支
援専門員の研修受講料に
対して助成した場合

市町村等

(1）市町村等が介護施
設・事業所が負担した額
の3/8を上限として補助
した場合

市町村等が負担した額

(2)それ以外の場合 3/4

市町村等が負担した額

令和7年4月11日
付け7高福第48
号福祉局長通知
の「介護支援専
門員研修受講支
援事業実施要
綱」に基づき実
施する事業

介護施設・事業所が従業者に介護支援
専門員及び主任介護支援専門員の資格
取得又は資格更新のための研修を受講
させるために負担した受講料に対して
市町村等が助成する次の経費

負担金、補助金及び交付金

10/10

(1)喀痰吸引等研修 1/2

①１号、２号研修

1人当たり

180千円

②３号研修

1人当たり

60千円

(2)アセッサー講習 3/4

1人当たり

20千円

従業者に介護キャリア段位制度に
おけるアセッサー講習を受講させ
るために必要な経費
（介護事業所が直接負担する受講
料又は、受講者が支払った受講料
に対する支給金（いずれもテキス
ト代、取扱手数料を含み、交通
費、郵送料を除く。））

介護事業所を運
営する法人

研修受講支援
事業

平成27年10月
29日付け27地
福第1119号健
康福祉部長通
知の「研修受
講支援事業実
施要綱」に基
づき実施する
事業

従業者に喀痰吸引等研修を受講さ
せるために必要な経費
（介護事業所が直接負担する受講
料又は、受講者が支払った受講料
に対する支給金（いずれもテキス
ト代、保険料、事務手数料を含
み、交通費、郵送料、基本研修の
再試験代、実地研修の再評価代、
補講代を除く。）

介護事業所を運
営する法人

5,809千円 10/10キャリアパス
対応生涯研修
事業

平成27年10月
29日付け27地
福第1119号健
康福祉部長通
知の「キャリ
アパス対応生
涯研修事業実
施要綱」に基
づき実施する
事業

社会福祉法人愛知県社会福祉協議
会が行うキャリアパス対応生涯研
修事業のために必要な次の経費

人件費（給与、手当、社会保険料
等）、賃金、報償費（謝金）、旅
費、需用費（消耗品費、印刷製本
費、材料費等購入費、会議費）、
役務費（通信運搬費、手数料）、
委託料、賃借料、負担金

社会福祉法人愛
知県社会福祉協
議会



別表法律相談等支援事業の項を次のように改める。 

 

 

別表認知症地域医療支援等事業の項を次のように改める。 

 

 

別表認知症介護者等養成研修事業の項を次のように改める。 

 

  

5,956千円 10/10法律相談等支
援事業

平成27年10月
29日付け27地
福第1119号健
康福祉部長通
知の「法律相
談等支援事業
実施要綱」に
基づき実施す
る事業

社会福祉法人愛知県社会福祉協議
会が介護事業所に対して行う、専
門相談対応に必要な次の経費

人件費（給与、手当、社会保険料
等）､賃金、報償費（謝金）、旅
費、需用費（印刷製本費）、役務
費（通信運搬費）、使用料及び賃
借料

社会福祉法人愛
知県社会福祉協
議会

6,438千円 名古屋市 3/4認知症地域医
療支援等事業

平成27年4月15
日老発0415第6
号厚生労働省
老健局長通知
の別添「認知
症地域医療支
援事業実施要
綱」（第８普
及啓発推進事
業を除く。）
に基づき実施
する事業及び
平成27年10月
29日付け27地
福第1119号健
康福祉部長通
知の「認知症
対応病院個別
指導事業実施
要綱」に基づ
き実施する事
業

認知症地域医療支援等事業の実施
に必要な次の経費

賃金、報償費、旅費、需用費、役
務費、委託料、使用料及び賃借
料、備品購入費、負担金、補助金
及び交付金

1,340千円 名古屋市 3/4認知症介護者
等養成研修事
業

平成18年3月31
日老発第
0331010号厚生
労働省老健局
長通知の参考2
「認知症介護
実践者等養成
事業実施要
綱」(4(1)認知
症介護基礎研
修、4(2)実践
研修及び(6)認
知症介護指導
者養成研修を
除く。)に基づ
き実施する事
業

認知症介護実践者等養成事業の実
施に必要な次の経費

賃金、報償費、旅費、需用費、役
務費、委託料、使用料及び賃借
料、備品購入費、負担金、補助金
及び交付金



別表介護人材確保対策連携支援事業の項を次のように改める。 

 

 

 

  

１市町村等当たり 3/4

282千円

介護人材確保
対策連携支援
事業

令和2年8月12
日付け２高福
第698号福祉局
長通知の「介
護人材確保対
策連携支援事
業実施要綱」
に基づき実施
する事業

市町村等における、行政、介護事
業者及び関係団体等から構成され
る介護従事者の確保・定着へ向け
た総合的な取組を推進する協議会
等の設置・運営に必要な次の経費

報償費、旅費、需用費(消耗品費、
印刷製本費)、役務費(通信運搬
費)、委託料、使用料及び賃借料

市町村等



別紙様式１（介護の普及啓発事業費補助金）の別紙様式１－１－２を次のように改める。 

 

  

別紙様式２（介護の普及啓発事業費補助金）の別紙様式２－１－２を次のように改める。 

 

  



別紙様式１（介護人材資質向上事業費補助金）の別紙様式１－１－１を次のように改める。 

 

  

別紙様式１（介護人材資質向上事業費補助金）の別紙様式１－１－４を次のように改める。 

 

  



別紙様式２（介護人材資質向上事業費補助金）の別紙様式２－１－１を次のように改める。 

 

 

別紙様式２（介護人材資質向上事業費補助金）の別紙様式２－１－４を次のように改める。 

 

  



別紙様式１（介護支援専門員研修受講支援事業費補助金）を次のように加える。 

 

  



 別紙様式１（介護支援専門員研修受講支援事業費補助金）の別紙様式１－１を次のように加

える。 

 

  



別紙様式１（介護支援専門員研修受講支援事業費補助金）の別紙様式１－２を次のように加

える。 

 

 

  



 別紙様式２（介護支援専門員研修受講支援事業費補助金）を次のように加える。 

 

  



別紙様式２（介護支援専門員研修受講支援事業費補助金）の別紙様式２－１を次のように加

える。 

 

  



別紙様式２（介護支援専門員研修受講支援事業費補助金）の別紙様式２－２を次のように加

える。 

 

  



 

 

  



別紙様式１（研修受講支援事業費補助金）の別紙様式１－１を次のように改める。 

 

 

別紙様式１（研修受講支援事業費補助金）の別紙様式１－２を次のように改める。 

 

  



 

 

  



別紙様式２（研修受講支援事業費補助金）の別紙様式２－１を次のように改める。 

 

  

 別紙様式２（研修受講支援事業費補助金）の別紙様式２－２を次のように改める。 

 

  



  

 

  



別紙様式１（認知症地域医療支援等事業費補助金）の様式２を次のように改める。

 

  



 

 

  



別紙様式２（認知症地域医療支援等事業費補助金）の様式２を次のように改める。 

 

  



 

 

  



別紙様式１（介護人材確保対策連携支援事業費補助金）の別紙様式１－１を次のように改め

る。 

 

 

別紙様式２（介護人材確保対策連携支援事業費補助金）の別紙様式２－１を次のように改め

る。 

 

 

この要綱は、令和７年４月 日に施行し、令和７年４月１日から適用する。 

 


